
　令和　8　年度

札幌市建設局みどりの推進部

公　　示　　用

業務名　さっぽろ花と緑のネットワーク推進支援事業

設　　計　　書



業 務 委 託 費 円

一金
内訳 業務価格 円

消費税等相当額 円

１　業務の概要

２　履行期間

　　令和８年4月1日（火）から令和９年3月31日（火）までとする。

３　仕様書

　　別紙のとおりとする。

４　契約金額の支払いについて

　　本業務における支払いは、下記のとおり第１期～第４期の４回払いとする。

　・第１期　：　令和８年　４月１日～令和８年　６月３０日　　３０％

　・第２期　：　令和８年　７月１日～令和８年　９月３０日　　３０％

　・第３期　：　令和８年１０月１日～令和８年１２月３１日　　２０％

　・第４期　：　令和９年　１月１日～令和９年　３月３１日　　２０％

札　幌　市

業務名　さっぽろ花と緑のネットワーク推進支援事業

業 務 説 明 書

　本業務は、花と緑のまちづくり活動への市民参加の促進や活動主体間のネット
ワーク化を目的に掲げた「札幌市花と緑のボランティア活動促進要綱」に基づき、
「さっぽろ花と緑のネットワーク事務局」を設置、運営し、花と緑のまちづくり活動の
きっかけとなる体験実習や、花と緑のまちづくり活動に役立つ講習の開催や情報の
発信、相互交流できるイベントの開催などの各種支援を行うことで、市民の花と緑の
まちづくり活動の一層の推進を図るものである。





























札幌市花と緑のボランティア活動促進要綱 

（平成 21 年６月 23 日 環境局理事決裁） 

改正 令和６年 12 月 24 日 建設局長決裁  
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第１章 総則 

（目 的） 

第１条 この要綱は、「札幌市緑の保全と創出に関する条例」（平成 13年条例第６号。以

下「条例」という。）第 36条及び「札幌市緑の保全と創出に関する条例施行規則」（平

成 13 年規則第 40 号。以下「規則」という。）第 57 条に規定する緑の愛護員の設置等

に関し、条例及び規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

（呼 称） 

第２条 本制度の内容が市民に分かりやすく、また、より身近に感じることができるよ

う、要綱の運用にあたっては緑の愛護員を「さっぽろタウンガーデナー」（以下、「タ

ウンガーデナー」と呼ぶ。）と呼称する。 

 

第２章 さっぽろタウンガーデナー 

（登 録） 

第３条  市は、市内に在住、在学又は活動している満 18 歳以上の者で、次の各号のい

ずれかを満たす希望者をタウンガーデナーとして登録する。 

(1) 花を活かしたまちづくり活動に関心があり、自ら参加できる者 

(2) 公園、緑地、道路、地域等の緑化に関心があり、自ら参加できる者 

(3) 市が推進する様々な緑化活動に関心があり、自ら参加できる者 

(4) これら各号を推進するための普及、啓発活動を行うことができる者 



２ タウンガーデナーの登録を希望するものは、登録（変更）申請書（様式１）を市に

提出するものとする。 

３ 登録の更新にあたっては、その登録期間の活動内容を活動報告書（様式２）により

市に報告することで、更新手続きに代えるものとする。 

（登録期間） 

第４条 タウンガーデナーの登録期間は別途定めることとする。 

（情報の公表） 

第５条 市は、登録されたタウンガーデナーに関する情報を、タウンガーデナーの了承

を得たうえで公表することができる。 

（登録の変更） 

第６条 タウンガーデナーは登録の内容に変更が生じた場合、登録（変更）申請書（様

式１）を市に提出するものとする。 

（登録の取消） 

第７条 市は、タウンガーデナーが次の各号のいずれかに該当する場合に、登録を取り

消すことができる。 

(1) タウンガーデナーが登録の取消を希望し、登録取消届（様式３）を市に提出した

とき 

(2) 転居等により第３条に定める登録の基準を満たせなくなったとき 

(3) タウンガーデナーが、その信用を著しく傷つけるような行為を行ったとき 

(4) その他市が認めるとき 

（活 動） 

第８条 タウンガーデナーは、主として次の各号に掲げる活動を行う。 

(1) 花や緑を活かしたうるおいのある環境づくりに関する活動 

(2) 公園、緑地、道路等の緑化に関する活動 

(3) 地域における緑化の推進に関する活動 

(4) これら各号の活動の円滑な推進に資する活動 



（支 援） 

第９条  市は、タウンガーデナーに対し、次の各号に掲げる支援を行うことができる。 

(1) 学習機会の創出 

・花と緑のまちづくりに関する講習会等の開催 

(2) 活動資材の支援 

・花苗、園芸用品、園芸講習会等の割引制度である「はなみど割」の実施事業者

の登録 

(3) 交流機会の創出 

・タウンガーデナー同士のつながりを深める交流会等の開催 

(4) 活動先の紹介 

(5) フラワーマスターへの推薦 

・花と緑のボランティアリーダーとしての活動が期待できる者等に対して、北海

道が実施する「フラワーマスター認定・登録事業」におけるフラワーマスター

への推薦 

（6）情報の提供 

・花と緑のまちづくり活動に関する講習会等の情報 

・活動資金に関する助成金等の情報 

・フラワーマスターの認定を受けた者等に対して、組織運営等に関する講習会等

の情報 

（責任の所在） 

第 10 条 登録されるタウンガーデナーは自らの責任で活動を行うものとし、活動中に発

生した事故、トラブルその他の損害について市はその責任を一切負わないものとする。 

 

第３章 ボランティア活動団体 

（ボランティア活動団体の定義） 

第 11 条 ボランティア活動団体（以下、「団体」という。）とは市内において「花と緑を

用いたまちづくり活動を行うボランティア団体」とする。 

 

（団体の登録） 

第 12 条 市は、タウンガーデナーによる花と緑のまちづくり活動が活発に行われること



を目的に、登録された団体の紹介を行うことができる。 

２ 登録を希望する団体は、団体登録（更新・変更）申請書（様式４）を市に提出する

ものとする。 

３ 登録の対象となる団体は、次に掲げる各号をいずれも満たすものとして市が認めた

団体とする。 

(1) 花と緑に関するボランティア活動を主たる目的として設立されたこと 

(2) 構成員の全部又は一部が市内に住所を有する者であること 

(3) 構成員が５名以上であること 

(4) 構成員を広く募集していること 

(5) 活動の主たる場所が市内であり、かつ公開性があること 

(6) 活動の実績があること 

(7) 活動の内容や目的が非営利であること 

(8) その他、市が不適当と認めるものでないこと 

４ 登録の更新にあたっては団体登録（更新・変更）申請書（様式４）により、更新手

続きをとるものとする。 

（登録期間） 

第 13 条 団体の登録期間は別途定めることとする。 

（団体情報の公表） 

第 14 条 市は、登録された団体に関する情報を、団体の了承を得たうえで公表すること

ができる。 

（団体登録の変更） 

第 15 条 団体は登録の内容に変更があった場合、団体登録（更新・変更）申請書（様式

４）を市に提出するものとする。 

（団体登録の取消） 

第 16 条 市は、団体が次の各号のいずれかに該当する場合に登録を取り消すことができ

る。 

(1) 団体が登録の取消を希望し、団体登録取消届（様式５）を市に提出したとき 

(2) 団体が第 12条第３項の各号に該当しないことが認められたとき 

(3) その他市が必要と認めるとき 

（責任の所在） 



第 17条  登録される団体は自らの責任で活動を行うものとし、活動中に発生した事故、

トラブルその他の損害について市はその責任を一切負わないものとする。 

 

第４章 花と緑のまちづくり活動の促進 

（事業広報） 

第 18 条 市は、タウンガーデナーの登録を促進することを目的として、本制度を市民等

に広く周知するため、関係機関等へ向けた情報発信を行う。 

（活動体験） 

第 19 条 市は、タウンガーデナーに登録しようとする者またはタウンガーデナーを対象

に、花と緑のまちづくり活動を体験できる機会を設ける。 

（活動先） 

第 20 条 市は、要綱第 12 条第２項に基づき登録された団体及び市内公共公益施設、ま

たは次に掲げる各号をいずれも満たすものを、タウンガーデナーに活動先として紹介

することができる。 

(1) 花と緑のまちづくり活動ができる施設を有すること 

(2) 活動の主たる場所が市内であり、かつ公開性があること 

(3) 活動の目的や内容が非営利であること 

(4) 活動内容の公表に同意していること 

(5) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以

下、「反社会的勢力」という）ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難

される関係を有していないこと 

(6) その他、市が不適当と認めるものでないこと 

２ 活動中における事故、トラブル、その他損害への対応については要綱第 10条及び

第 17条によるものとする。 

（情報の収集） 

第 21 条 市は、タウンガーデナーへ提供するため、下記の情報収集を行う。 

 ・花と緑のまちづくり活動に関する講習会等の情報 

 ・活動資金に関する助成金等の情報 

 ・タウンガーデナーの活動を希望するボランティア活動団体等の活動先の情報 

 ・組織運営等に関する講習会等の情報 



 

（はなみど割） 

第 22 条 要綱第９条(2)に定める「はなみど割」の登録、変更または取消を希望する事

業者は、「はなみど割」申請書（様式６）を市に提出するものとする。 

 

 

附 則  

１ この要綱は、平成 21年７月１日から施行する。 

２ 緑の愛護員設置要綱（平成２年５月31日環境局長決裁）は、平成21年６月30日をも

って廃止する。 

３ この要綱の実施に関し必要な様式及び必要な事項は、みどりの推進部長が別に定め

る。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



[記入日]　　　　　年　　　月　　　日

（ふりがな） 　　　　　　　年　　　　月 生まれ

住 所   区

ハーブの栽培やキッチンガーデンづくり

活動団体（ボランティア団体・町内会など）に所属して活動している

（団体名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※活動にあたっては、ボランティア保険へのご加入を検討してください。
　詳しくは札幌市社会福祉協議会などにお問い合わせください。
※ご記入いただいた個人情報は、さっぽろタウンガーデナー制度の運営に必要な範囲でのみ使用いたしま
す。

市が推進する様々な地域緑化活動への参加

自宅での緑化（窓辺、ベランダ、庭、壁面など）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊これから行いたいこと、現在行っている活動、PRなどご自由にご記入ください

活
動
状
況

 あなたの現在の活動状況についてお伺いします　＊該当するものに○、複数可

個人で活動している

活動はこれから行おうと考えている

活
動
範
囲

 主に活動している（しようと考えている）エリア　＊該当する区に○、複数可

　札幌市全域  ・  中央  ・  北  ・  東  ・  白石  ・  厚別  ・  豊平  ・  清田  ・  南  ・  西  ・  手稲　

 主に活動できる（しようと考えている）曜日　＊該当する曜日に○、複数可

　月　・　火　・　水　・　木　・　金　・　土　・　日　・　不定期に活動　

活
動
内
容

 どのような形で花や緑によるまちづくり活動を行うことができますか？　＊該当するものに○、複数
可

地域の緑化

公園、街路、緑地等の美化

造園技能士（　　　　　級）

ハーブコーディネーター（日本園芸協会） 樹木医（日本緑化センター）

ハンギングバスケットマスター（ＪＨＢＳ） グリーンアドバイザー（日本家庭園芸普及協会）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

認
定
や
資
格
等

現在、花や緑に関する何かの資格・認定を持って（受けて）いたり、勉強中のものはありますか？
 ＊資格・認定を持って（受けて）いるものに○、勉強中のものに△、複数可

北海道ガーデニングマイスター（札幌商工会議所） 北海道フラワーマスター（北海道）

さっぽろ緑花ガーデナー（さっぽろ緑花園芸学校） 自然観察指導員（日本自然保護協会）

さっぽろまちづくりガーデナー（まちづくりガーデニング講座）

活
動
分
野

 あなたが得意と考えている、または興味のある分野は何ですか？
＊得意と考えている分野に○、興味のある分野に△、複数可

草花全般の育成や管理 樹木の剪定、管理や診断

草花のタネからの育成 各種イベントの企画や運営

土づくりや堆肥づくり ニュースレターの作成やブログ作成

プランターなどコンテナ類への植栽 園芸講習会での指導など

登録番号：
＊新規登録時は記入不要

さっぽろタウンガーデナー　登録（変更）申請書

氏
名

生年月

性 別

連
絡
先

FAX番号

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 〒

電話番号

男　・　女

メールアドレス

＊パソコンのメールアドレスをお持ちの方はご記入ください

ハンギングバスケットづくり 自然観察の指導

その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

花を活かしたまちづくり活動

提
供

情
報

　本申請書にご記載いただいた内容に基づき、新たな活動先をご紹介する場合があります。

　活動先の紹介を希望しますか？　＊どちらかに○
希望する 希望しない

き
っ
か
け

 何を見て登録しようと思いましたか？　＊該当するものに○、複数可

ホームページ チラシ、リーフレット

友人・知人からの紹介 雑誌・フリーペーパー（具体的に　　　　　　　）

ＦＡＸ：０１１－〇〇〇－〇〇〇〇



                                        ［記入日］    年    月    日 

さっぽろタウンガーデナー 年間活動報告書 

氏 名  登 録 番 号 - 

今年 1年間であなたが行った活動と当てはまる欄に、活動内容を記入してください。 

※活動の様子がわかる写真がありましたら、ぜひご提出ください。（様式は問いません） 

※記入欄が足りない場合はコピーもしくは自作してご利用ください。       

緑 

化 

・ 

美 

化 

活 

動 

活動内容 

１ 個人宅の庭や壁面などの緑化 

※テーマ・内容など具体的にご記入ください 

 

期間（日時）  活動回数： 

場 所  

活動内容 

２ 街路ますや公園花壇等の植栽・管理などの地域の緑化 

※テーマ・内容など具体的にご記入ください 

 

期間（日時）  活動回数： 

場 所  

活動内容 

３ 公園・街路・緑地等の巡視活動や清掃活動 

※テーマ・内容など具体的にご記入ください 

 

期間（日時）  活動回数： 

場 所  

学 

習 

活 

動 

活動内容 

４ 講習会やイベントへの参加 

※テーマ・内容など具体的にご記入ください 

 

 

期間（日時）  活動回数： 

場 所  

活動内容 

５ 庭園施設やオープンガーデン、その他の花と緑のまちづくり活動の見

学 

※テーマ・内容など具体的にご記入ください 

 

 

 

期間（日時）  活動回数： 

場 所  

※裏面にも記入欄があります 

ＦＡＸ：０１１－〇〇〇－〇〇〇〇 



 さっぽろタウンガーデナー 年間活動報告書  ＜つづき＞ 

氏 名  登 録 番 号 - 

 

広 

報
・ 

啓 

発 

活 

動 

活動内容 

６ 花や緑に関するイベントや交流会の企画・運営 

※テーマ・内容など具体的にご記入ください 

 

期間（日時）  活動回数： 

場 所  

活動内容 

７ ニュースレターやホームページなどの作成と運営 

※テーマ・内容など具体的にご記入ください 

 

期間（日時）  活動回数： 

場 所  

教 
育 
活 
動 

活動内容 

８ 園芸講習会などで技術指導やアドバイス 

※テーマ・内容など具体的にご記入ください 

 

期間（日時）  活動回数： 

場 所  

活動内容 

９ 講演会やフォーラムなどの発言者・発表者としての参加 

※テーマ・内容など具体的にご記入ください 

 

期間（日時）  活動回数： 

場 所  

そ 

の 

他 

活動内容 

10 上記の項目に該当しない活動 

※テーマ・内容など具体的にご記入ください 

 

期間（日時）  活動回数： 

場 所  

※年間活動報告書の提出をもって、登録更新となります。更新手続き完了のお知らせは３月に発送予定です。  

 



[記入日（西暦）]　　　　　　年　　　　月　　　　日

（ふりがな）

郵便番号

その他（下記に記入してください）

活動を続けることが難しくなったため

転居のため

※ご記入いただきました個人情報につきましては、さっぽろタウンガーデナー制度の運営に必要な範囲
でのみ使用いたします。

取
消
の
事
由

電話番号

さっぽろタウンガーデナー　登録取消届

氏
名

連
絡
先

　　　　　　　　　　　　　　（区）

登
録
番
号

ＦＡＸ：０１１－〇〇〇－〇〇〇〇
※濃くはっきりと記入し、ＦＡＸ送信の際は裏表にご注意ください。



[記入日]　　　　　　　年　　　　月　　　　日

団体名称

代表者名
非公開

□

非公開

□

非公開

□

非公開

□

非公開

□

団体設立年月
非公開

□

　（２０歳未満） 人　　 　（２０歳～３９歳） 人　　

　（４０歳～５９歳） 人　　 　（６０歳以上） 人　　

活動頻度 　月　　　　　　　回　程度　　備考（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
非公開

□

主な活動場所
非公開

□

主に用いる植栽
非公開

□

その他ＰＲや
メッセージなど

非公開

□

情報公開についての
確認

※団体の規約・会則や活動状況が分かる写真、その他資料がございまいましたら、併せて提出してください。

この登録申込書に記載された内容を公表することについての意思確認をします。公表を希望しない部分
については、上記項目の右側の〔非公開〕の欄にレ点をつけてください。

上記のとおり、団体の登録情報を公表することを承認します。

　メールアドレス：

非公開

□

非公開

□

地域における街路ますの植栽やプランター等の設置

（具体的に）

その他（下記にご記入ください）

特に決まっていなければ記入不要

ご自由に記入ください

主な活動内容
（あてはまる
　項目に○）

花や緑に関する知識や技術の指導・普及

公園やその他拠点での花壇づくり

団体ホームページ
の有無

　　有　　　・　　　無

　有の場合　：

団体会員数
内
訳

　総数　　　　名　（　男　　　　名　、　女　　　　名）

　　（西暦）　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月

　電話番号：

　　 ※団体登録番号：
　　（記入不要）

花と緑のボランティア団体登録（更新・変更）申請書

連絡責任者
　住所：

　氏名（ふりがな）：

（代表者名）〔署名〕

ＦＡＸ：０１１－〇〇〇－〇〇〇〇
※濃くはっきりと記入し、ＦＡＸ送信の際は裏表にご注意ください。

（代表者名）〔署名〕



※団体登録番号：

[記入日]　         　　　年　　　　月　　　　日

団体名称

代表者名

　住所：　　　　　　　区

団体の活動が一時的に休止になるため

　氏名（ふりがな）：　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　電話番号：　　　　　　　　　　－

ホームページ等で公開されることをやめるため

取消の事由

その他（下記に記入してください）

連絡責任者

花と緑のボランティア団体登録取消届

　メールアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

団体が解散したため

※濃くはっきりと記入し、ＦＡＸ送信の際は裏表にご注意ください。

ＦＡＸ：０１１－〇〇〇－〇〇〇〇



1 
 

「はなみど割」申請書 

 

申込日 令和  年  月  日 

 

 

さっぽろ花と緑のネットワーク事務局 

 

はなみど割への登録と、さっぽろ花と緑のネットワークホームページへの掲

載について、下記の通り申請します。 

 

記 

１．申請情報 

⑴申請種別 （ 登録 ・ 変更 ・ 取消 ） 

⑵申請者・代表者名   

⑶店舗名・住所★   

⑷店舗電話番号★   

⑸店舗のホームページ★   

⑹担当者名   

⑺担当者電話/FAX   

⑻担当者メールアドレス   

⑼適用開始希望日  令和  年  月  日 

 

２．割引内容 

⑴割引対象商品★ 

及び割引率 

 □花 苗 (   ％)  

□園 芸 用 品 (   ％)  

□切 り 花 (   ％)   

□園芸講習会 (   ％) 

□そ の 他 （           ）(   ％) 

⑵備考   

★・・・ホームページに掲載する項目
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当割引制度の利用者（※）への対応にあたっては、下記特記事項を遵守します。

これに違反した場合は、登録を取消されても意義を申し出ません。 

 

＜特記事項＞ 

１．当割引制度については、申請者が当割引制度の利用者に対して商品の割引を

適応するもので、これに関する一切の事項は、当事者間で責任を負います。 

 

２．当割引制度に係る利用者への対応に関しては、真摯に対応いたします。 

 

３．本申請書内容を変更または取消する場合は、２週間前までに申請書を下記の

申請先に提出いたします。 

 

※利用者・・・さっぽろタウンガーデナー（個人登録）及び花と緑のボランティ

ア団体（団体登録）の登録証を持参・提示された方 

 

以上 

 

 

【申 請 先】さっぽろ花と緑のネットワーク事務局 

〔T  E  L〕○○○-○○○-○○○○ 

〔Ｆ Ａ Ｘ〕○○○-○○○-○○○○ 

〔電子メール〕○○○○○○○○○○○ 

〔郵 送〕〒○○○-○○○○ 

○○○○○○○○○○○ 



札幌市花と緑のボランティア活動促進要綱に係る実施細則 

（平成 21 年６月 23 日 環境局みどりの推進部長決裁） 

改正 平成 28 年 12 月９日 建設局みどりの管理担当部長決裁 

改正 令和６年 12 月 24 日 建設局みどりの管理担当部長決裁 

（目 的） 

第１条 この細則は、札幌市花と緑のボランティア活動促進要綱（平成 21 年６月 23 日

環境局理事決裁。以下「要綱」という。）の実施に関し必要な事項を定めることを目的

とする。 

（登録期間） 

第２条 さっぽろタウンガーデナー及びボランティア団体の登録期間は１月１日から 12

月 31 日までの１年間とする。ただし、当該期間の途中で登録された場合は当年の 12

月 31 日までを登録期間とする。 

（記念品等） 

第３条 市は、さっぽろタウンガーデナーに記念品を贈呈することができる。 

 ２ 市は、花と緑のまちづくり活動に参加した者に対し、活動証明書を交付すること

ができる。 

（事務局） 

第４条 市は、事業の円滑な運営を図るために、さっぽろ花と緑のネットワーク事務局

を設置することができる。 

（様 式） 

第５条 要綱で用いられる各様式については、別紙のとおりとする。 

 

附 則 （平成 21年６月 23日） 

この細則は、平成 21年７月１日から施行する。 

附 則 （平成 28年 12 月９日） 

この細則は、平成 28年 12 月 12 日から施行する。 

附 則 （令和６年 12月 24 日） 

この細則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

























直接人件費 計 式 1 第１号内訳書

直接経費 計 式 1 第２号内訳書

直接原価　計

間接原価　計 式 1 （直接人件費）×
α/(1－α)以内

業務原価　計

一般管理費 式 1 （業務原価）×
β/(1－β)以内

郵便料金 通 540 角型2号　50g以内

郵便料金 通 182 角型2号　100g以内

郵便料金 通 30 角型2号　250g以内

郵便料金 通 650 長形3号　25g以内

業務価格　計

消費税等相当額 式 1 10％

業務委託費

本　業　務　内　訳　書

工種 種別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　要

札　　幌　　市



一金 円

第１号内訳書

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1５　講習会・交流会実施運営

直接人件費 計

直接人件費

単位 数量 単価 金額 摘要項目

１　事務局運営

２　情報発信・広報活動

３　まちづくり体験実習運営

４　技術指導講師の派遣

札　　幌　　市



一金 円

第２号内訳書

名称 形質 単位 数量 単価 金額 摘要

１

事務局運営 式 1

２

情報発信・広報活動 式 1

３

まちづくり体験実習運営 式 1

４

　　技術指導講師の派遣 式 1

５

　　講習会・交流会実施運営 式 1

その他

電子成果品 式 1

直接経費

直接経費 計

札　　幌　　市


